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規 則

神戸市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２０年３月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市規則第４１号
神戸市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

神戸市児童福祉法施行細則（昭和６２年３月規則第８０号）の一部を次のように改正する。

別表第１D階層の項中「２４，０００円未満」を「２７，０００円未満」に，「２４，０００円以上６４，０００円」

を「２７，０００円以上７２，０００円」に，「６４，０００円以上」を「７２，０００円以上」に，「１６０，０００円」を「１８０，０００

円」に，「４０８，０００円」を「４５９，０００円」に改め，同表備考第３項中「児童が入所している」を

「児童（就学前の者に限る。）が保育所，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

幼稚園若しくは就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第６条第２項に規定する認定こども園（以下「保育所等」という。）に入所

し，又は障害児施設（法第７条第１項に規定する知的障害児通園施設，盲ろうあ児施設，肢体

不自由児施設及び重症心身障害児施設をいう。以下同じ。）に通所している」に改め，同表備考

第４項中「入所している」を「保育所等に入所し，又は障害児施設に通所している」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行し，この規則による改正後の神戸市児童福祉法施行細則の規

定は，平成１９年４月１日から適用する。

告 示

神戸市告示第６２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

平成２０年３月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 公の施設

神戸市北区有馬町１０１９番地

神戸市立有馬温泉観光交流センター

２ 指定管理者

神戸市中央区港島中町６丁目９番１

財団法人神戸国際観光コンベンション協会

理事 大麻 博範

３ 指定期間

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで
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神戸市告示第６２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

平成２０年３月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 公の施設

神戸市北区有馬町１６４２番地

神戸市立太閤の湯殿館

２ 指定管理者

神戸市中央区港島中町６丁目９番１

財団法人神戸国際観光コンベンション協会

理事 大麻 博範

３ 指定期間

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

神戸市告示第６２２号
神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第５９条の規定に基づき，市長が定める額を次

のように定める。

平成２０年３月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市契約規則第５９条の市長が定める額は，５，０００，０００円とする。

附 則

（施行期日）

１ この告示は，平成２０年４月１日から施行する。

（旧告示の廃止）

２ 神戸市契約規則第５９条に規定する金額（平成１８年４月告示第１０１号）は，廃止する。

神戸市告示第６２３号
次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。

平成２０年３月１１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 届け出た地縁による団体

� 名 称

上北古自治会

� 事務所

神戸市西区神出町宝勢１２３番地の１

� 代表者の氏名

岩井 正

� 代表者の住所

神戸市西区神出町宝勢１２３番地の１

２ 変更があった事項及びその内容
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� 代表者の氏名

「桃尾 保行」を「岩井 正」に改める。

� 代表者の住所

「神戸市西区神出町宝勢６１３番地の３」を「神戸市神出町宝勢１２３番地の１」に改める。

３ 変更の年月日

平成２０年１月１４日

神戸市告示第６３７号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により，

当該指定医療機関の事業を廃止したとして届出があったので，同法第５５条の２の規定により告

示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

２ 指定訪問看護事業者等

神戸市告示第６３８号
次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の指定をしたので，同

法第５５条の２の規定により告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

名 称 所 在 地 廃止年月日

萩野医院 兵庫区湊川町１０丁目１３番６号 平成１９年１２月３１日

医療法人社団林山朝日診療所はやしや

まクリニック
長田区林山町７番地の５ 平成１９年１１月３０日

伊藤耳鼻咽喉科医院 垂水区星陵台５丁目６番１８号 平成１９年１１月１４日

小島内科医院 垂水区本多聞４丁目１番２５６号 平成１９年１１月３０日

安部内科婦人科クリニック 北区有野中町１丁目１１番１０号 平成１７年５月３１日

かねまつ歯科 �区岸地通５丁目１番４号 平成７年３月３１日

北野坂鳥居歯科医院 中央区中山手通１丁目８番１７号 平成１８年１２月３１日

サザンヘルム調剤薬局 東�区森南町１丁目１２番１９号 平成１９年１０月３１日

たんぽぽ薬局西神戸店 長田区腕�町２丁目２番４号 平成１９年１１月３０日

スマイル薬局垂水店 垂水区五色山３丁目５番２１号 平成１９年１０月３１日

指定訪問看護事業

者等の名称

指定訪問看護事業

者等の主たる事務

所の所在地

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の名称

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の所在地

廃止年月日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンつばさ

長田区腕�町２丁
目２番２号

平成１９年１１月３０日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区中落合２丁

目３番１号
平成１９年４月３０日
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２ 指定訪問看護事業者等

神戸市告示第６３９号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により，

当該指定医療機関の名称に変更があったとして届出があったので，同法第５５条の２の規定によ

り告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

神戸市告示第６４０号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により，

当該指定医療機関の事業を休止したとして届出があったので，同法第５５条の２の規定により告

示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

神戸市告示第６４１号
次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２の規定により，当該指定を受けた施術者の事業を廃止したとして届出が

あったので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

名 称 所 在 地 指定年月日

安部内科婦人科クリニック 北区有野中町１丁目１１番１０号 平成１７年６月１日

医療法人社団いざわ内科クリニック 中央区橘通４丁目２番１８号 平成１９年１２月１日

にしはらクリニック 中央区熊内町１丁目８番１７号 平成１９年１１月１２日

北野坂鳥居歯科医院 中央区中山手通１丁目８番１７号 平成１９年１月１日

サザンヘルム調剤薬局 東�区森南町１丁目１２番１９号 平成１９年１１月１日

スマイル薬局 垂水区五色山３丁目５番２１号 平成１９年１１月１日

指定訪問看護事業

者等の名称

指定訪問看護事業

者等の主たる事務

所の所在地

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の名称

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の所在地

指定年月日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンつばさ

長田区大橋町５丁

目２番１号
平成１９年１２月１日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区友が丘７丁

目１番３１号
平成１９年５月１日

名 称 所 在 地 変更年月日

（新）西クリニック

（旧）西外科診療所
北区西大池１丁目３番２２号 平成１９年１２月１日

名 称 所 在 地 休止年月日

五位ノ池診療所 長田区五位ノ池町３丁目９番２５号 平成１９年１０月１日

３０６０ 平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号



１ 柔道整復師

神戸市告示第６４２号
次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条の指定をしたので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 柔道整復師

２ あんまマッサージ指圧師

神戸市告示第６４３号
次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２の規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があ

ったので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 廃止年月日

宮内 英一 サクラ整骨鍼灸院 北区有野台２丁目１番地の７ 平成１９年１１月３０日

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日

岩佐 剛 サクラ整骨鍼灸院 北区有野台２丁目１番地の７ 平成１９年１２月１日

冨永 宏幸 妙法寺鍼灸整骨院 須磨区妙法寺字荒打３０８番地の６ 平成１９年１１月１日

枝川 淳二 名谷整骨院鍼灸院 須磨区中落合２丁目３番１号 平成１９年１２月１３日

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日

濱田 勉 濱田指圧鍼灸施術所 兵庫区湊町２丁目３番１４号 平成１９年１１月１日

瀬戸 信哉 瀬戸 信哉 中央区筒井町３丁目１７番９号 平成１９年１２月１日

日合 豊 名谷整骨院鍼灸院 須磨区中落合２丁目３番１号 平成１９年１２月１３日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
廃止年月日

医療法人社団林山

朝日診療所

長田区林山町７番

地の５

医療法人社団林山

朝日診療所はやし

やまクリニック

長田区林山町７番

地の５
平成１９年１１月３０日

小島 正守
垂水区本多聞４丁

目１番２５６号
小島内科医院

垂水区本多聞４丁

目１番２５６号
平成１９年１１月３０日

たんぽぽ薬局株式

会社

岐阜県岐阜市若宮

町９丁目１６番地

たんぽぽ薬局西神

戸店

長田区腕�町２丁
目２番４号

平成１９年１１月３０日

有限会社カノン
�区岩屋北町５丁
目１番３１号

スマイル薬局垂水

店

垂水区五色山３丁

目５番２１号
平成１９年１０月３１日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンつばさ

長田区腕�町２丁
目２番２号

平成１９年１１月３０日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区中落合２丁

目３番１号
平成１９年４月３０日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

協同の苑は～とら

んど甲南ホームヘ

ルプ

東�区甲南町２丁
目１番２０号

平成１９年９月１０日

平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号 ３０６１



３ 居宅介護支援事業者

４ 特定福祉用具販売事業者

５ 介護予防事業者

医療法人社団大智

会市橋クリニック

東�区深江北町５
丁目７番１５号

訪問介護ステーシ

ョンモモ

東�区魚崎南町４
丁目５番１７号

平成１９年７月２２日

株式会社アミティ

ージョイ

中央区御幸通６丁

目１番２０号

アミティー介護セ

ンター須磨

須磨区大田町４丁

目３番７号
平成１９年６月３０日

シティネット・ト

ラスト株式会社

西宮市北口町１番

１２号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

シティネット・ト

ラスト株式会社

西宮市北口町１番

１２号

グッドライフ板宿

デイサービスセン

ター

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
廃止年月日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区中落合２丁

目３番１号
平成１９年４月３０日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

社会福祉法人協同

の苑居宅介護支援

事業所協同の苑六

甲アイランド

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

平成１９年８月１日

医療法人社団大智

会市橋クリニック

東�区深江北町５
丁目７番１５号

ケアプランセンタ

ー・アトレーユ

東�区魚崎南町４
丁目５番１７号

平成１９年７月２２日

株式会社アミティ

ージョイ

中央区御幸通６丁

目１番２０号

アミティー介護セ

ンター須磨

須磨区大田町４丁

目３番７号
平成１９年６月３０日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
廃止年月日

シティネット・ト

ラスト株式会社

西宮市北口町１番

１２号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
廃止年月日

たんぽぽ薬局株式

会社

岐阜県岐阜市若宮

町９丁目１６番地

たんぽぽ薬局西神

戸店

長田区腕�町２丁
目２番４号

平成１９年１１月３０日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンつばさ

長田区腕�町２丁
目２番２号

平成１９年１１月３０日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区中落合２丁

目３番１号
平成１９年４月３０日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

協同の苑は～とら

んど甲南ホームヘ

ルプ

東�区甲南町２丁
目１番２０号

平成１９年９月１０日

医療法人社団大智

会市橋クリニック

東�区深江北町５
丁目７番１５号

訪問介護ステーシ

ョンモモ

東�区魚崎南町４
丁目５番１７号

平成１９年７月２２日

株式会社アミティ

ージョイ

中央区御幸通６丁

目１番２０号

アミティー介護セ

ンター須磨

須磨区大田町４丁

目３番７号
平成１９年６月３０日

３０６２ 平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号



６ 地域包括支援センター

７ 特定介護予防福祉用具販売事業者

神戸市告示第６４４号
次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２の指定をしたので，

同法第５５条の２の規定により告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

シティネット・ト

ラスト株式会社

西宮市北口町１番

１２号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

シティネット・ト

ラスト株式会社

西宮市北口町１番

１２号

グッドライフ板宿

デイサービスセン

ター

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
廃止年月日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

協同の苑六甲アイ

ランドあんしんす

こやかセンター

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

平成１９年８月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
廃止年月日

シティネット・ト

ラスト株式会社

西宮市北口町１番

１２号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

医療法人社団いざ

わ内科クリニック

中央区橘通４丁目

２番１８号

医療法人社団いざ

わ内科クリニック

中央区橘通４丁目

２番１８号
平成１９年１２月１日

西原 徳文
西宮市獅子ヶ口町

１０番１２号

にしはらクリニッ

ク

中央区熊内町１丁

目８番１７号
平成１９年１１月１２日

株式会社ウィズ
垂水区五色山３丁

目５番２１号
スマイル薬局

垂水区五色山３丁

目５番２１号
平成１９年１１月１日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンつばさ

長田区大橋町５丁

目２番１号
平成１９年１２月１日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区友が丘７丁

目１番３１号
平成１９年５月１日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

協同の苑六甲アイ

ランドホームヘル

プ

東�区向洋町中３
丁目２番地の６

平成１９年９月１０日

医療法人社団大智

会市橋クリニック

東�区深江北町５
丁目７番１５号

訪問介護ステーシ

ョンモモ

東�区深江北町４
丁目１２番１３号

平成１９年７月２２日

医療法人社団林山

朝日診療所

長田区林山町７番

５号

パワーリハビリ・

デイサービスかみ

さわ

兵庫区下沢通５丁

目２番９号
平成１９年１２月１日

平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号 ３０６３



３ 居宅介護支援事業者

４ 特定福祉用具販売事業者

５ 介護予防事業者

株式会社グッドラ

イフ

須磨区大池町２丁

目１番１４号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

株式会社グッドラ

イフ

須磨区大池町２丁

目１番１４号

グッドライフ板宿

デイサービスセン

ター

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区友が丘７丁

目１番３１号
平成１９年５月１日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

協同の苑六甲アイ

ランド居宅介護支

援

東�区向洋町中３
丁目２番地の６

平成１９年８月１日

医療法人社団大智

会市橋クリニック

東�区深江北町５
丁目７番１５号

ケアプランセンタ

ー・アトレーユ

東�区深江北町４
丁目１２番１３号

平成１９年７月２２日

有限会社朋
兵庫区小松通５丁

目２番９号

有限会社朋居宅介

護支援事業所

兵庫区小松通５丁

目２番９号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

株式会社グッドラ

イフ

須磨区大池町２丁

目１番１４号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

医療法人社団いざ

わ内科クリニック

中央区橘通４丁目

２番１８号

医療法人社団いざ

わ内科クリニック

中央区橘通４丁目

２番１８号
平成１９年１２月１日

西原 徳文
西宮市獅子ヶ口町

１０番１２号

にしはらクリニッ

ク

中央区熊内町１丁

目８番１７号
平成１９年１１月１２日

株式会社ウィズ
垂水区五色山３丁

目５番２１号
スマイル薬局

垂水区五色山３丁

目５番２１号
平成１９年１１月１日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンつばさ

長田区大橋町５丁

目２番１号
平成１９年１２月１日

医療法人社団慈恵

会

須磨区磯馴町４丁

目１番６号

北須磨訪問看護・

リハビリセンター

須磨区友が丘７丁

目１番３１号
平成１９年５月１日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

協同の苑六甲アイ

ランドホームヘル

プ

東�区向洋町中３
丁目２番地の６

平成１９年９月１０日

医療法人社団大智

会市橋クリニック

東�区深江北町５
丁目７番１５号

訪問介護ステーシ

ョンモモ

東�区深江北町４
丁目１２番１３号

平成１９年７月２２日
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６ 地域包括支援センター

７ 特定介護予防福祉用具販売事業者

神戸市告示第６４５号
次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２の規定により，当該指定介護機関の名称等に変更があったとして届

出があったので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

２ 居宅介護支援事業者

医療法人社団林山

朝日診療所

長田区林山町７番

５号

パワーリハビリ・

デイサービスかみ

さわ

兵庫区下沢通５丁

目２番９号
平成１９年１２月１日

株式会社グッドラ

イフ

須磨区大池町２丁

目１番１４号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

株式会社グッドラ

イフ

須磨区大池町２丁

目１番１４号

グッドライフ板宿

デイサービスセン

ター

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

社会福祉法人協同

の苑

東�区向洋町中３
丁目１番地の２

協同の苑六甲アイ

ランドあんしんす

こやかセンター

東�区向洋町中３
丁目２番地の６

平成１９年８月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

株式会社グッドラ

イフ

須磨区大池町２丁

目１番１４号

グッドライフ板宿

福祉用具貸与事業

所

須磨区大池町２丁

目１番１４号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

（新）医療法人社団

西クリニック

（旧）医療法人社団

西外科診療所

北区西大池１丁目

３番２２号

（新）西クリニック

（旧）西外科診療所

北区西大池１丁目

３番２２号
平成１９年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

医療法人浩生会
垂水区舞子台７丁

目２番１号

（新）居宅支援まい

こだい

（旧）在宅介護支援

センター舞子台

垂水区舞子台７丁

目２番１号
平成１８年４月１日
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３ 介護予防事業者

神戸市告示第６４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条及び第１０条の規定により，市道路線を次のように認

定し，廃止し，及び変更する。

その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，一般の縦覧に供する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 認定する市道路線

社会福祉法人絆福

祉会

垂水区塩屋町６丁

目３８番８号

（新）居宅介護支援

事業所ふるさと

（旧）在宅介護支援

センターふるさと

垂水区塩屋町６丁

目３８番８号
平成１８年４月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

（新）医療法人社団

西クリニック

（旧）医療法人社団

西外科診療所

北区西大池１丁目

３番２２号

（新）西クリニック

（旧）西外科診療所

北区西大池１丁目

３番２２号
平成１９年１２月１日

路線名 起 点 終 点

菖蒲が丘４９号線 神戸市北区菖蒲が丘１丁目２２番４地先 神戸市北区菖蒲が丘１丁目２２番５地先

菖蒲が丘５０号線 神戸市北区菖蒲が丘１丁目２２番６６地先 神戸市北区菖蒲が丘１丁目２２番５８地先

菖蒲が丘５１号線 神戸市北区菖蒲が丘１丁目２２番８４地先 神戸市北区菖蒲が丘１丁目２２番７６地先

藤原台北町９０号線 神戸市北区藤原台北町２丁目１５番９地

先

神戸市北区藤原台北町２丁目１５番４９地

先

藤原台北町９１号線 神戸市北区藤原台北町２丁目１５番９地

先

神戸市北区藤原台北町２丁目１５番３７地

先

藤原台北町９２号線 神戸市北区藤原台北町２丁目１５番４６地

先

神戸市北区藤原台北町２丁目１５番３１地

先

藤原台北町９３号線 神戸市北区藤原台北町２丁目１５番８０地

先

神戸市北区藤原台北町２丁目１５番９０地

先

松宮山１号線 神戸市北区山田町小部字松宮山１０番６０

地先

神戸市北区山田町小部字松宮山１０番８８

地先

多井畑東２６号線 神戸市須磨区多井畑東町２７番２４地先 神戸市須磨区多井畑東町２７番３２地先

多井畑東２７号線 神戸市須磨区多井畑東町２７番３６地先 神戸市須磨区多井畑東町２７番２８地先

五色山１０号線 神戸市垂水区五色山４丁目１９３６番４９地

先

神戸市垂水区五色山４丁目１９３６番６９地

先

西舞子４号線 神戸市垂水区西舞子７丁目３００番１４地

先

神戸市垂水区西舞子７丁目３００番１０地

先

神戸市西区伊川谷町有瀬字皆竹８００番

２０地先

有瀬東山線 神戸市西区伊川谷町有瀬字皆竹８００番

２１地先

小束台３号線 神戸市垂水区小束台８６８番１０４１地先 神戸市垂水区小束台８６８番１０７７地先

小束台４号線 神戸市垂水区小束台８６８番１０４７地先 神戸市垂水区小束台８６８番１０５４地先

小束台５号線 神戸市垂水区小束台８６８番１０４７地先 神戸市垂水区小束台８６８番５７地先

小束台６号線 神戸市垂水区小束台８６８番１１１３地先 神戸市垂水区小束台８６８番１０９０地先

小束台７号線 神戸市垂水区小束台８６８番１０８４地先 神戸市垂水区小束台８６８番１０９７地先
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小束台８号線 神戸市垂水区小束台８６８番５７地先 神戸市垂水区小束台８６８番１１１１地先

小束台９号線 神戸市垂水区小束台８６８番１１１１地先 神戸市西区学園西町８丁目４番１地先

小束台１０号線 神戸市垂水区小束台８６８番１０８３地先 神戸市垂水区小束台８６８番９９４地先

小束台１１号線 神戸市垂水区小束台８６８番９４８地先 神戸市垂水区小束台８６８番９４９地先

小束台１２号線 神戸市垂水区小束台８６８番９５６地先 神戸市垂水区小束台８６８番９５７地先

小束台１３号線 神戸市垂水区小束台８６８番９６３地先 神戸市垂水区小束台８６８番９８８地先

小束台１４号線 神戸市垂水区小束台８６８番９８９地先 神戸市垂水区小束台８６８番１００５地先

小束台１５号線 神戸市垂水区小束台８６８番１００４地先 神戸市垂水区小束台８６８番１１１０地先

小束台１６号線 神戸市垂水区小束台８６８番９６２地先 神戸市垂水区小束台８６８番９７５地先

小束台１７号線 神戸市垂水区小束台８６８番９７１地先 神戸市垂水区小束台８６８番９８２地先

小束台１８号線 神戸市垂水区小束台８６８番９７９地先 神戸市垂水区小束台８６８番９８７地先

小束台１９号線 神戸市垂水区小束台８６８番９５６地先 神戸市垂水区小束台８６８番１００１地先

水谷４７号線 神戸市西区水谷３丁目２０５番１８地先 神戸市西区水谷３丁目２１１番１５地先

港島３８号線 神戸市中央区港島１丁目１１番地先 神戸市中央区港島１丁目１０番地先

淡河中山１号線 神戸市北区淡河町中山字南沢９５５番３

地先

神戸市北区淡河町中山字東片木９２９番

地先

淡河中山２号線 神戸市北区淡河町中山字東片木９１４番

地先

神戸市北区淡河町中山字東片木９３８番

地先

淡河中山３号線 神戸市北区淡河町中山字西片木８８３番

地先

神戸市北区淡河町中山字西片木８８７番

地先

淡河中山４号線 神戸市北区淡河町中山字西片木８７８番

地先

神戸市北区淡河町中山字西片木８８１番

地先

淡河中山５号線 神戸市北区淡河町中山字東前田８６４番

地先

神戸市北区淡河町中山字東前田８６７番

地先

淡河中山６号線 神戸市北区淡河町中山字石原８０８番地

先

神戸市北区淡河町中山字石原７８１番地

先

淡河中山７号線 神戸市北区淡河町中山字石原７８１番地

先

神戸市北区淡河町中山字石原７８７番地

先

淡河中山８号線 神戸市北区淡河町中山字西前田８３６番

地先

神戸市北区淡河町中山字下垣７４６番地

先

淡河中山９号線 神戸市北区淡河町中山字石原７７５番地

先

神戸市北区淡河町中山字下垣７４７番地

先

神戸市北区淡河町中山字北上６６２番地

先

淡河中山１０号線 神戸市北区淡河町中山字茶屋垣６７６番

地先

淡河中山１１号線 神戸市北区淡河町中山字岡沢６８７番地

先

神戸市北区淡河町中山字岡沢６８２番地

先

淡河中山１２号線 神戸市北区淡河町中山字岡沢６８１番地

先

神戸市北区淡河町中山字岡沢６９３番地

先

淡河中山１３号線 神戸市北区淡河町中山字東沢６５５番２

地先

神戸市北区淡河町中山字東沢６３１番地

先

淡河中山１４号線 神戸市北区淡河町中山字平岡７１６番地

先

神戸市北区淡河町中山字平岡７１５番地

先

淡河中山１５号線 神戸市北区淡河町中山字田谷７３７番地

先

神戸市北区淡河町中山字田谷７２４番地

先

淡河中山１６号線 神戸市北区淡河町中山字下垣７４１番地

先

神戸市北区淡河町中山字下垣７４４番地

先
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淡河中山１７号線 神戸市北区淡河町中山字東沢６３８番地

先

神戸市北区淡河町中山字東沢６４１番地

先

淡河本町１１号線 神戸市北区淡河町淡河字尻谷２６７０番地

先

神戸市北区淡河町淡河字尻谷２６２１番地

先

淡河本町１２号線 神戸市北区淡河町淡河字尻谷２６５７番地

先

神戸市北区淡河町淡河字尻谷２６８３番地

先

淡河本町１３号線 神戸市北区淡河町淡河字原２６１２番地先 神戸市北区淡河町淡河字原２６０８番地先

淡河本町１４号線 神戸市北区淡河町淡河字尻谷２６４５番地

先

神戸市北区淡河町淡河字尻谷２６７４番地

先

淡河本町１５号線 神戸市北区淡河町淡河字尻谷２６２８番地

先

神戸市北区淡河町淡河字弘法垣２５７６番

地先

淡河本町１６号線 神戸市北区淡河町淡河字弘法垣２５８３番

地先

神戸市北区淡河町淡河字弘法垣２５６７番

地先

勝雄１号線 神戸市北区淡河町勝雄字瀧谷２０５７番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字南垣内１２６８番

地先

勝雄２号線 神戸市北区淡河町勝雄字野尻２０４４番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字中川原１６５０番

地先

勝雄３号線 神戸市北区淡河町勝雄字中島１９９９番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字煙谷１０７３番６

地先

勝雄４号線 神戸市北区淡河町勝雄字煙谷２０２８番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字煙谷２０３２番地

先

勝雄５号線 神戸市北区淡河町勝雄字門之本１９８６番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字中島１９９８番２

地先

勝雄６号線 神戸市北区淡河町勝雄字野口屋１９２０番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字山崎１８８６番地

先

勝雄７号線 神戸市北区淡河町勝雄字栗林２０７４番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字門之本９７５番

地先

勝雄８号線 神戸市北区淡河町勝雄字野口屋１９２８番

１地先

神戸市北区淡河町勝雄字野口屋１９３８番

地先

勝雄９号線 神戸市北区淡河町勝雄字渕之上１６９６番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字渕之上１７０９番

２地先

勝雄１０号線 神戸市北区淡河町勝雄字野口屋１９４９番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字野口屋１９４１番

地先

勝雄１１号線 神戸市北区淡河町勝雄字姥１７４８番地先 神戸市北区淡河町勝雄字奥谷１９０４番地

先

勝雄１２号線 神戸市北区淡河町勝雄字栗林２０９９番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字南垣内２１３２番

地先

勝雄１３号線 神戸市北区淡河町勝雄字中川原４３２番

１地先

神戸市北区淡河町勝雄字南垣内２１４３番

地先

勝雄１４号線 神戸市北区淡河町勝雄字渕之上１６９６番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字西沢５１０番５

地先

勝雄１５号線 神戸市北区淡河町勝雄字西沢１７２４番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字西沢５１２番２

地先

勝雄１６号線 神戸市北区淡河町勝雄字姥１７４３番地先 神戸市北区淡河町勝雄字姥１７５５番地先

勝雄１７号線 神戸市北区淡河町勝雄字中川原１６９０番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字田中１６１３番地

先
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勝雄１８号線 神戸市北区淡河町勝雄字中川原１６６１番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字田中１６２４番地

先

勝雄１９号線 神戸市北区淡河町勝雄字田中３５０番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字田中３７０番１

地先

勝雄２０号線 神戸市北区淡河町勝雄字田中１６１５番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字田中３７０番１

地先

勝雄２１号線 神戸市北区淡河町勝雄字姥１７３２番地先 神戸市北区淡河町勝雄字山添１５９１番１

地先

勝雄２２号線 神戸市北区淡河町勝雄字姥１７３２番地先 神戸市北区淡河町勝雄字姥１７５５番地先

勝雄２３号線 神戸市北区淡河町勝雄字中川原４００番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字中川原１６５０番

地先

勝雄２４号線 神戸市北区淡河町勝雄字中川原１６５０番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字中川原１６５３番

地先

勝雄２５号線 神戸市北区淡河町勝雄字田中１６２５番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字倉繩９３番５地

先

勝雄２６号線 神戸市北区淡河町勝雄字倉繩９３番３地

先

神戸市北区淡河町勝雄字宮ノ浦２１５９番

地先

勝雄２７号線 神戸市北区淡河町勝雄字上ノ原２３０番

２地先

神戸市北区淡河町勝雄字聖神５９１番地

先

勝雄２８号線 神戸市北区淡河町勝雄字田中１６３８番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字宮ノ前２１９２番

地先

勝雄２９号線 神戸市北区淡河町勝雄字倉繩２２２３番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字天神之口１４７４

番地先

勝雄３０号線 神戸市北区淡河町勝雄字山添１５５７番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字山添１５４６番１

地先

勝雄３１号線 神戸市北区淡河町勝雄字宮ノ前６９番３

地先

神戸市北区淡河町勝雄字倉繩２２０３番地

先

勝雄３２号線 神戸市北区淡河町勝雄字上ノ原１５１３番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字辻之欠６４０番

地先

勝雄３３号線 神戸市北区淡河町勝雄字宮ノ浦２１５７番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字宮ノ浦３８番１

地先

勝雄３４号線 神戸市北区淡河町勝雄字落ノ本１４９２番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字空山１７９３番地

先

勝雄３５号線 神戸市北区淡河町勝雄字空山１７８３番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字空山１８１３番地

先

勝雄３６号線 神戸市北区淡河町勝雄字落ノ本１４７８番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字空山１８１３番地

先

勝雄３７号線 神戸市北区淡河町勝雄字山之谷１８８４番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字山之谷１８４６番

地先

勝雄３８号線 神戸市北区淡河町勝雄字山之谷１８６８番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字山之谷７６６番

１地先

勝雄３９号線 神戸市北区淡河町勝雄字辻之欠６３９番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字山之谷１８６５番

地先

勝雄４０号線 神戸市北区淡河町勝雄字横谷１８３１番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字山之谷１８６５番

地先

勝雄４１号線 神戸市北区淡河町勝雄字空山１８２６番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字空山１８２２番地

先
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勝雄４２号線 神戸市北区淡河町勝雄字辻之欠６３９番

地先

神戸市北区淡河町勝雄字辻之欠１７７７番

地先

勝雄４３号線 神戸市北区淡河町勝雄字山崎１８８６番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字山崎８１２番地

先

勝雄４４号線 神戸市北区淡河町勝雄字聖神５９９番地

先

神戸市北区淡河町勝雄字聖神５７０番地

先

前開５１号線 神戸市西区伊川谷町前開字櫻本１０８番

地先

神戸市西区伊川谷町前開字大池ノ尻７３

番１地先

西戸田２１号線 神戸市西区平野町西戸田字住吉元５９４

番３８

神戸市西区平野町西戸田字西山７１５番

３

港島３９号線 神戸市中央区港島中町４丁目６番１地

先

神戸市中央区港島１丁目２番２地先

港島４０号線 神戸市中央区港島２丁目４番２地先 神戸市中央区港島南町５丁目２番７地

先

港島４１号線 神戸市中央区港島９丁目２番３ 神戸市中央区港島南町４丁目１番１０地

先

港島４２号線 神戸市中央区港島南町７丁目１番１７地

先

神戸市中央区港島南町７丁目１番１

港島４３号線 神戸市中央区港島南町７丁目１番１９地

先

神戸市中央区港島南町７丁目１番１０地

先

港島４４号線 神戸市中央区港島南町７丁目１番１２地

先

神戸市中央区港島南町７丁目１番１地

先

港島４５号線 神戸市中央区港島南町７丁目１番１ 神戸市中央区港島南町７丁目１番２０地

先

港島４６号線 神戸市中央区港島南町６丁目２番１地

先

神戸市中央区港島南町６丁目６番地先

港島４７号線 神戸市中央区港島南町６丁目３番地先 神戸市中央区港島南町６丁目４番１地

先

港島４８号線 神戸市中央区港島南町６丁目６番地先 神戸市中央区港島南町６丁目３番地先

港島４９号線 神戸市中央区港島南町６丁目６番地先 神戸市中央区港島南町６丁目５番２地

先

港島５０号線 神戸市中央区港島９丁目１番 神戸市中央区港島南町６丁目４番１地

先

港島５１号線 神戸市中央区港島南町６丁目１０番地先 神戸市中央区港島南町６丁目９番地先

港島５２号線 神戸市中央区港島南町６丁目８番地先 神戸市中央区港島南町６丁目７番４地

先

港島５３号線 神戸市中央区港島９丁目１番 神戸市中央区港島南町６丁目７番３地

先

港島５４号線 神戸市中央区港島南町１丁目２番地先 神戸市中央区港島南町１丁目１番８地

先

港島５５号線 神戸市中央区港島南町１丁目３番２地

先

神戸市中央区港島南町１丁目４番３地

先

港島５６号線 神戸市中央区港島南町１丁目４番６地

先

神戸市中央区港島南町１丁目５番１地

先

港島５７号線 神戸市中央区港島南町１丁目６番２地

先

神戸市中央区港島南町１丁目５番１地

先
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港島５８号線 神戸市中央区港島南町５丁目２番８地

先

神戸市中央区港島南町４丁目７番６地

先

港島５９号線 神戸市中央区港島南町５丁目２番９地

先

神戸市中央区港島南町５丁目２番５地

先

港島６０号線 神戸市中央区港島南町５丁目２番１０地

先

神戸市中央区港島南町５丁目３番５地

先

港島６１号線 神戸市中央区港島南町５丁目５番３地

先

神戸市中央区港島南町４丁目２番６地

先

港島６２号線 神戸市中央区港島南町５丁目５番３地

先

神戸市中央区港島南町５丁目４番３地

先

港島６３号線 神戸市中央区港島南町５丁目４番９地

先

神戸市中央区港島南町４丁目６番２地

先

港島６４号線 神戸市中央区港島南町４丁目６番５地

先

神戸市中央区港島南町４丁目５番３地

先

港島６５号線 神戸市中央区港島南町２丁目２番３地

先

神戸市中央区港島南町３丁目２番８地

先

港島６６号線 神戸市中央区港島南町３丁目３番２地

先

神戸市中央区港島南町４丁目５番５地

先

港島６７号線 神戸市中央区港島南町３丁目６番５地

先

神戸市中央区港島南町３丁目１番９地

先

ひよどり台南町１

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目１番

１地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目７番

地先

ひよどり台南町２

号線

神戸市北区ひよどり台南町１丁目１５番

１２０地先

神戸市北区ひよどり台南町１丁目１５番

１４７地先

ひよどり台南町３

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

５地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

２６地先

ひよどり台南町４

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

１７地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

５地先

ひよどり台南町５

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目４番

１５地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目４番

１６地先

ひよどり台南町６

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

３６地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

１７地先

ひよどり台南町７

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

９地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

３５地先

ひよどり台南町８

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

２６地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

４９地先

ひよどり台南町９

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目５番

地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目７番

地先

ひよどり台南町１０

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

２７地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

２１地先

ひよどり台南町１１

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

１５地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

１０地先

ひよどり台南町１２

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

３７地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

４５地先

ひよどり台南町１３

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

６８地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

６５地先

平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号 ３０７１



ひよどり台南町１４

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

６０地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

５５地先

ひよどり台南町１５

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

３５地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

４７地先

ひよどり台南町１６

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目５番

地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目６番

２１地先

ひよどり台南町１７

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目６番

７地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目５番

地先

ひよどり台南町１８

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目７番

地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目１番

２地先

ひよどり台南町１９

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目１番

１地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

１地先

ひよどり台南町２０

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

６地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目３番

７地先

ひよどり台南町２１

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目４番

５地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目４番

６地先

ひよどり台南町２２

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目４番

１９地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目７番

地先

ひよどり台南町２３

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

６６地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目２番

４１地先

ひよどり台南町２４

号線

神戸市北区ひよどり台南町２丁目６番

１地先

神戸市北区ひよどり台南町２丁目６番

１地先

五色山１１号線 神戸市垂水区五色山２丁目１４３２番１６地

先

神戸市垂水区五色山２丁目１４３２番１２地

先

五色山１２号線 神戸市垂水区五色山２丁目１４３２番１５地

先

神戸市垂水区五色山２丁目１４３２番９地

先

五色山１３号線 神戸市垂水区五色山５丁目１８０８番８地

先

神戸市垂水区五色山５丁目１８０８番２１地

先

学園１１号線 神戸市西区学園東町４丁目１番１地先 神戸市西区学園東町４丁目５１番７地先

学園東町６５号線 神戸市西区学園東町４丁目１５番１地先 神戸市西区学園東町４丁目２４番５地先

学園東町６６号線 神戸市西区学園東町４丁目７番地先 神戸市西区学園東町４丁目３１番１１地先

学園東町６７号線 神戸市西区学園東町４丁目１８番２５地先 神戸市西区学園東町４丁目４７番８地先

学園東町６８号線 神戸市西区学園東町４丁目１５番１地先 神戸市西区学園東町４丁目１２番１８地先

学園東町６９号線 神戸市西区学園東町４丁目２４番７地先 神戸市西区学園東町４丁目２３番２地先

学園東町７０号線 神戸市西区学園東町４丁目１７番１地先 神戸市西区学園東町４丁目２５番１地先

学園東町７１号線 神戸市西区学園東町４丁目７番地先 神戸市西区学園東町４丁目９番２地先

学園東町７２号線 神戸市西区学園東町４丁目３０番１５地先 神戸市西区学園東町４丁目２８番１３地先

学園東町７３号線 神戸市西区学園東町４丁目６番地先 神戸市西区学園東町４丁目３１番８地先

学園東町７４号線 神戸市西区学園東町４丁目１９番１地先 神戸市西区学園東町４丁目１８番１地先

学園東町７５号線 神戸市西区学園東町４丁目２１番１２地先 神戸市西区学園東町４丁目３６番８地先

学園東町７６号線 神戸市西区学園東町４丁目１６番２地先 神戸市西区学園東町４丁目１４番２地先

学園東町７７号線 神戸市西区学園東町４丁目１３番１０地先 神戸市西区学園東町４丁目１２番９地先

学園東町７８号線 神戸市西区学園東町４丁目８番２地先 神戸市西区学園東町４丁目９番２地先

学園東町７９号線 神戸市西区学園東町４丁目３０番４地先 神戸市西区学園東町４丁目２９番９地先

学園東町８０号線 神戸市西区学園東町４丁目３３番２地先 神戸市西区学園東町４丁目３２番２地先

学園東町８１号線 神戸市西区学園東町４丁目３４番２地先 神戸市西区学園東町４丁目３３番２地先

学園東町８２号線 神戸市西区学園東町４丁目４４番１地先 神戸市西区学園東町４丁目４５番９地先

３０７２ 平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号



２ 廃止する市道路線

学園東町８３号線 神戸市西区学園東町４丁目４３番１地先 神戸市西区学園東町４丁目４４番９地先

学園東町８４号線 神戸市西区学園東町４丁目４２番９地先 神戸市西区学園東町４丁目４７番８地先

学園東町８５号線 神戸市西区学園東町４丁目４１番１１地先 神戸市西区学園東町４丁目４２番１地先

学園東町８６号線 神戸市西区学園東町４丁目２６番９地先 神戸市西区学園東町４丁目２７番１２地先

学園東町８７号線 神戸市西区学園東町４丁目４０番１１地先 神戸市西区学園東町４丁目４１番１９地先

学園東町８８号線 神戸市西区学園東町４丁目３９番１１地先 神戸市西区学園東町４丁目３８番１２地先

学園東町８９号線 神戸市西区学園東町４丁目３７番１１地先 神戸市西区学園東町４丁目５３番１０地先

学園東町９０号線 神戸市西区学園東町４丁目３６番８地先 神戸市西区学園東町４丁目５３番１地先

学園東町９１号線 神戸市西区学園東町４丁目４２番１地先 神戸市西区学園東町４丁目５１番９地先

学園東町９２号線 神戸市西区学園東町４丁目４９番１地先 神戸市西区学園東町４丁目５０番３地先

学園東町９３号線 神戸市西区学園東町４丁目５０番１地先 神戸市西区学園東町４丁目５１番９地先

学園東町９４号線 神戸市西区学園東町４丁目２２番１５地先 神戸市西区学園東町４丁目４６番１地先

学園東町９５号線 神戸市西区学園東町４丁目２１番１２地先 神戸市西区学園東町４丁目２３番１地先

学園東町９６号線 神戸市西区学園東町４丁目２０番１地先 神戸市西区学園東町４丁目２２番１地先

学園東町９７号線 神戸市西区学園東町４丁目１１番１地先 神戸市西区学園東町４丁目１５番７地先

学園東町９８号線 神戸市西区学園東町４丁目６番地先 神戸市西区学園東町４丁目７番地先

学園東町９９号線 神戸市西区学園東町４丁目６番地先 神戸市西区学園東町４丁目１０番２地先

学園東町１００号線 神戸市西区学園東町４丁目３５番地先 神戸市西区学園東町４丁目６番地先

学園東町１０１号線 神戸市西区学園東町４丁目３１番１５地先 神戸市西区学園東町４丁目３０番２地先

学園東町１０２号線 神戸市西区学園東町４丁目５４番７地先 神戸市西区学園東町４丁目３６番１地先

学園東町１０３号線 神戸市西区学園東町４丁目５５番４地先 神戸市西区学園東町４丁目５４番１地先

学園東町１０４号線 神戸市西区学園東町４丁目５１番１地先 神戸市西区学園東町４丁目４８番８地先

学園東町１０５号線 神戸市西区学園東町４丁目４７番１地先 神戸市西区学園東町４丁目４６番１０地先

学園東町１０６号線 神戸市西区学園東町４丁目４０番１地先 神戸市西区学園東町４丁目４９番１地先

西河原１３号線 神戸市西区玉津町西河原字北川原２４９

番３地先

神戸市西区玉津町西河原字北川原２２９

番３地先

路線名 起 点 終 点

山田里１００６号線 神戸市北区鈴蘭台南町６丁目４番地５

地先

神戸市北区鈴蘭台南町６丁目４番地６

地先

山田里１１４号線 神戸市北区山田町下谷上字大東４１番地

１地先

神戸市北区山田町下谷上字大東４１番地

１地先

淡河里５５４号線 神戸市北区淡河町萩原字中通１０３１番地

先

神戸市北区淡河町萩原字中通１０３２番地

先

湊西方面第３７号線 神戸市兵庫区西出町１丁目３１５番地先 神戸市兵庫区西出町１丁目３１４番地先

林田方面第１３５号

線

神戸市兵庫区御所通１丁目４番４地先 神戸市兵庫区御所通１丁目２８番地先

西須磨方面第１２０

号線

神戸市須磨区須磨浦通５丁目９０番１地

先

神戸市須磨区須磨浦通５丁目９１番２地

先

神戸市西区伊川谷町別府字大池上７１９

番１地先

別府第１８号線 神戸市西区伊川谷町別府字大池上７４５

番１地先

須磨里５７９号線 神戸市須磨区多井畑東町２７番３２ 神戸市須磨区多井畑東町２７番３１

山田里３０９号線 神戸市北区山田町原野字平ケ尾１番２５

地先

神戸市北区桂木３丁目５７番１地先

長尾里１４３号線 神戸市北区長尾町上津字一星３６１４番１

地先

神戸市北区長尾町上津字下北谷３７４８番

１地先

平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号 ３０７３



３ 変更する市道路線

長尾里２３５号線 神戸市北区長尾町上津字治良九郎４４３２

番１地先

神戸市北区長尾町上津字治良九郎４４２３

番３地先

長尾里２３９号線 神戸市北区長尾町上津字大葉坂４６２４番

１地先

神戸市北区長尾町上津字大葉坂４６２４番

４地先

神戸研究学園都市新住宅市街地開発事業の事業地のうち第�－８－１工区，第�－８－２工区
及び第�－９工区の工区内の従前の市道路線

路線名
新
旧
別

起 点 終 点

垂水妙法寺線 新 神戸市垂水区平磯１丁目１３２番４地先 神戸市須磨区妙法寺字乗越２００番６地

先

旧 神戸市垂水区平磯１丁目１３２番４地先 神戸市須磨区妙法寺字トン松４０６番２

地先

３０７４ 平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号



神戸市告示第６４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の１３第２項の規定により，次の市道の全区間をもっ

ぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路に指定するので，同条第５項の規定により

告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 指定する道路の路線名

小束台３号線，小束台６号線，小束台８号線，小束台９号線，小束台１１号線，ひよどり台

南町１８号線，ひよどり台南町１９号線，ひよどり台南町２０号線，ひよどり台南町２１号線，ひよ

どり台南町２２号線，ひよどり台南町２３号線，ひよどり台南町２４号線，五色山１２号線，学園東

町９４号線，学園東町９５号線，学園東町９６号線，学園東町９７号線，学園東町９８号線，学園東町

９９号線，学園東町１００号線，学園東町１０１号線，学園東町１０２号線，学園東町１０３号線，学園東

町１０４号線，学園東町１０５号線及び学園東町１０６号線

２ 指定する期日

平成２０年３月２５日

神戸市告示第６４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の１３第３項の規定により，次の市道の全区間をもっ

ぱら歩行者の一般交通の用に供する道路に指定するので，同条第５項の規定により告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 指定する道路の路線名

港島３９号線

２ 指定する期日

平成２０年３月２５日

神戸市告示第６４９号
神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間

� 魚崎浜保管所及び稗原保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号 ３０７５



４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ，又は放置され

ていた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪急岡本駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２３台

原動機付自転車 ４台

平成２０年２月４日 東�区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

ＪＲ摂津本山駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３４台

原動機付自転車 １台

電話 ８５４－２１９１

ＪＲ甲南山手駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ９台

原動機付自転車 １台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神新在家駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３台 平成２０年２月６日

ＪＲ六甲道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １０８台

原動機付自転車 ３０台

阪急六甲駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６台

原動機付自転車 １台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪神魚崎駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １２台 平成２０年２月７日

阪神青木駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １７台

阪神深江駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １２台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３台 平成２０年２月１３日

阪急御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １台

原動機付自転車 ４台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５４台

原動機付自転車 ８台

平成２０年２月１４日

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神新在家駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７台 平成２０年２月１８日

ＪＲ六甲道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ８０台

原動機付自転車 ３４台

阪急六甲駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７台

原動機付自転車 ２台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪急岡本駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２４台

原動機付自転車 ８台

平成２０年２月２０日

ＪＲ摂津本山駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３４台

原動機付自転車 ２台

ＪＲ甲南山手駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２０台

原動機付自転車 ２台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

ＪＲ�駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １９台

原動機付自転車 ３台

平成２０年２月２１日

阪急王子公園駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １４台

阪神大石駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７台

�区・東�区長期放置 自転車 ８９台

原動機付自転車 ６台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４２台

原動機付自転車 １６台

平成２０年２月２７日
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神戸市告示第６５０号

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間

� 北保管所及び岡場保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 火曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 月が丘保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 水曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 前２号に掲げる自転車等の保管所以外の自転車等の保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １６台

原動機付自転車 ２台

平成２０年２月２８日

阪急御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４台

原動機付自転車 ４台
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別表

公 告

神戸市公告第７１１号
神戸国際港都建設事業新長田駅南第３地区（大橋４地区）震災復興第二種市街地再開発事業

の大橋４第２工区及び大橋４第３工区に係る管理処分計画について，都市再開発法（昭和４４年

法律第３８号）第１１８条の６第４項の政令で定める軽微な変更をしたので，第１１８条の１０において

準用する同法第８６条第１項の規定により，次のとおり公告します。

平成２０年３月７日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 第二種市街地再開発事業の名称

神戸国際港都建設事業新長田駅南第３地区（大橋４地区）震災復興第二種市街地再開発事

業

２ 施行者の名称

神戸市

代表者 神戸市長 矢田 立郎

３ 事務所の所在地

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

自転車等の保管および返還の場所
自転車が置かれ，又は放置されて

いた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

垂水区西舞子８丁目２０番１９号

垂水保管所

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １３台

原動機付自転車 １２台

平成２０年２月５日 垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

垂水区管内長期放置 自転車 ７台 電話 ７０７－０２３４

塩屋駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４台

原動機付自転車 ４台

平成２０年２月６日

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １５台

原動機付自転車 １３台

平成２０年２月８日

垂水区管内長期放置 自転車 ７台

原動機付自転車 ４台

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ９台

原動機付自転車 １１台

平成２０年２月１２日

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １５台

原動機付自転車 １４台

平成２０年２月１４日

舞子駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １２台

原動機付自転車 ３台

平成２０年２月１５日

西舞子駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １２台 平成２０年２月１５日

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １５台

原動機付自転車 ７台

平成２０年２月２０日

垂水区管内長期放置 自転車 ４台

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ８台

原動機付自転車 １４台

平成２０年２月２２日

舞子駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６台

原動機付自転車 ３台

平成２０年２月２６日

垂水区管内長期放置 自転車 ３台

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２２台

原動機付自転車 １４台

平成２０年２月２８日

垂水区管内長期放置 自転車 １０台
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４ 管理処分計画に係る工区に含まれる地域の名称

神戸市長田区大橋町４丁目の一部（大橋４第２工区）及び同区大橋町４丁目の一部（大橋

４第３工区）

５ 管理処分計画の認可を受けた年月日

平成１２年９月５日

６ 管理処分計画について都市再開発法施行令（昭和４４年政令第２３２号）第４６条の２第４号に

掲げる軽微な変更をした年月日

平成２０年３月７日

神戸市公告第７１２号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１１条第７項の規定により，神戸海上新都心土地

区画整理事業の施行者である学校法人神戸学院から施行者の変動の届出があったので，同条第

８項の規定により次のとおり公告します。

平成２０年３月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 土地区画整理事業の名称

神戸海上新都心土地区画整理事業

２ 事務所の所在地

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

３ 施行認可の年月日

平成１７年４月６日

４ 施行者でなくなった者の名称

財団法人 神戸港埠頭公社

神戸市

神戸市公告第７１３号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１１条第７項の規定により，神戸海上新都心南土

地区画整理事業の施行者である学校法人兵庫医科大学，学校法人夙川学院から施行者の変動の

届出があったので，同条第８項の規定により次のとおり公告します。

平成２０年３月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 土地区画整理事業の名称

神戸海上新都心南土地区画整理事業

２ 事務所の所在地

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

３ 施行認可の年月日

平成１７年１１月１日

４ 施行者でなくなった者の名称

財団法人 神戸港埠頭公社

神戸市
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神戸市公告第７１４号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０条第１項の規定により，神戸海上新都心南土

地区画整理事業の規約の変更の認可をしたので，同条第３項において準用する同法第９条第３

項の規定により次のとおり公告します。

平成２０年３月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 施行者の名称

学校法人兵庫医科大学

学校法人夙川学院

２ 事業施行期間

平成１７年１１月１日から平成２０年６月３０日まで

３ 施行地区

神戸市中央区港島１丁目の一部

４ 土地区画整理事業の名称

神戸海上新都心南土地区画整理事業

５ 事務所の所在地

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

６ 施行認可の年月日

平成１７年１１月１日

神戸市公告第７１５号
一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特定

調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３月規

則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及び規則

第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

平成２０年３月１２日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する事項

� 物品の名称及び調達の種類

事業系ごみ有料指定袋の購入

� 数量

４，２００，０００枚

� 納入場所

本市指定場所

� 納入期限

第１回目 平成２０年６月下旬

第２回目 平成２０年７月下旬

第３回目 平成２０年７月３１日

	 物品の特質等

入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２ 入札に参加する者に必要な資格

第３号及び第４号に掲げる入札参加資格については，審査の申請の受付期間の最終日まで

に満たすことが必要であり，第３号に掲げる入札参加資格については，申請の受付期間の最
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終日から引き続き入札の日まで継続して満たしていることが必要です。

� 平成２０年度及び平成２１年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

� 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

� 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

� 直近の事業年度における売上高が，３億円以上であること。

３ 特定調達契約に関する事務を担当する部局

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

は，入札説明書によります。

５ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

公告の日から平成２０年３月２６日
まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例
第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 交付方法

無料交付

６ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

� 提出期間

公告の日の翌日から平成２０年３月２７日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

７ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

８ 入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

� 提出期限

平成２０年４月２３日
午前１０時まで（郵便による入札については，同月２２日�午後５時ま
でに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

� 提出場所
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神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 提出方法

持参し，又は郵送すること。

９ 開札の日時及び場所

平成２０年４月２３日
午前１０時３０分から
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

１０ 入札保証金

規則第７条第２号の規定により免除します。

１１ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

	 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

� 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生会
社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の会

社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

� その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同
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組合とその組合員の関係にある場合。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２ 落札者の決定の方法

落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１０５分の１００に相当する価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３ 特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

日本語及び日本国通貨に限ります。

１４ その他

� 入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加

第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加

する者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参

加するためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，

かつ，当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

� 平成２０年第１回定例市会に提案された平成２０年度神戸市一般会計予算が可決されない場

合は，この入札は中止します。

１５ 本調達後において調達が予定される物品の名称，数量及び入札公告予定時期

� 事業系ごみ有料指定袋 ４，１００，０００枚 平成２０年５月頃

� 事業系ごみ有料指定袋 ４，１００，０００枚 平成２０年７月頃

� 事業系ごみ有料指定袋 ４，１００，０００枚 平成２０年９月頃

１６ Summary

� Contract Content : Polyethylene film bags for business garbage.

� Quantity：４，２００，０００sheets.

� Deadline for submitting application forms and other required documents by those

intending to make bids：５：００p.m. March２７，２００８．

� Deadline for submitting bids：１０：００a.m. April２３，２００８．

	 Applicants can obtain bid application forms at Contracts Division, Finance Department,

Administration and Finance Bureau, City of Kobe．６‐５‐１，Kano‐cho, Chuo‐ku, Kobe６５０‐

８５７０，Japan.

TEL０７８‐３２２‐５１５９

神戸市公告第７１６号
一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特定

調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３月規

則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及び規則

第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

平成２０年３月１２日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する事項

� 物品の名称及び調達の種類

六甲アイランド高校コンピュータシステム等借上げ

� 数量

一式
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� 賃借場所

神戸市東�区向洋町中４丁目４番地
神戸市立六甲アイランド高等学校

� 賃借期間

平成２０年１０月１日～平成２５年９月３０日 （引渡期限 平成２０年９月３０日）

	 物品の特質等

入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２ 入札に参加する者に必要な資格

第３号及び第５号の入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たすことが

必要であり，第３号の入札参加資格については，申請の受付期間の最終日から引き続き入札

の日まで継続して満たしていることが必要です。

� 平成２０年度及び平成２１年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

� 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

� 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

� 当該賃借物品の保守，修理等を迅速かつ適切に行えること。

	 直近の事業年度における売上高が，８億円以上であること。

３ 特定調達契約に関する事務を担当する部局

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

は，入札説明書によります。

５ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

公告の日から平成２０年３月２６日
まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例
第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 交付方法

無料交付

６ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

� 提出期間

公告の日の翌日から平成２０年３月２７日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）
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神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

７ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

８ 入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

� 提出期限

平成２０年４月２５日�午前１０時まで（郵便による入札については，同月２４日�午後５時ま
でに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 提出方法

持参し，又は郵送すること。

９ 開札の日時及び場所

平成２０年４月２５日�午前１０時３０分から
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

１０ 入札保証金

規則第７条第２号の規定により免除します。

１１ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

	 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を

辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合
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� 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生会
社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の会

社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

� その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同

組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合。

� 前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２ 落札者の決定の方法

� この契約は，１月あたりの単価契約とします。

� 落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１０５分の１００に相当する価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３ 特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

日本語及び日本国通貨に限ります。

１４ その他

� 入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加

第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加

する者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参

加するためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，

かつ，当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

� 平成２０年第１回定例市会に提案された平成２０年度神戸市一般会計予算が可決されない場

合は，この入札は中止します。

１５ Summary

� Contract Content : Lease of Computers for Rokko Island High School.

� Deadline for submitting application forms and other required documents by those

intending to make bids：５：００P.M. March２７，２００８．

� Deadline for submitting bids：１０：００A.M. April２５，２００８．

� Applicants can obtain bid application forms at the Contracts Division, Finance

Department, Administration and Finance Bureau, Kobe City Hall, ６‐５‐１，Kano‐cho,

Chuo‐ku, Kobe６５０‐８５７０，Japan.

TEL０７８‐３２２‐５１５９

神戸市公告第７１７号
一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特定

調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３月規

則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及び規則

第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

３０８６ 平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号



平成２０年３月１２日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する事項

� 特定役務の名称

布施畑環境センター破砕選別施設選別処理等業務

� 履行場所

神戸市西区伊川谷町布施畑字丸畑１１７２番地の２

� 履行期間

平成２０年７月１日から平成２１年６月３０日まで

� 業務の概要

入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２ 入札に参加する者に必要な資格

第３号から第６号に掲げる入札参加資格については，審査の申請の受付期間の最終日まで

に満たすことが必要であり，第５号及び第６号の入札参加資格については，申請の受付期間

の最終日から引き続き入札の日まで継続して満たしていることが必要です。

� 平成２０年度及び平成２１年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

� 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

� 過去に廃棄物の選別処理業務を行った実績があること。

� 直近の事業年度における売上額が３億円以上であること。

	 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第５項第４号イか

らヌまでのいずれにも該当しない者であること。

 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

３ 特定調達契約に関する事務を担当する部局

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について

は，入札説明書によります。

５ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

公告の日から平成２０年３月２６日
まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例
第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 交付方法

無料交付

６ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号 ３０８７



� 提出期間

公告の日の翌日から平成２０年３月２７日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

７ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

８ 入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

� 提出期限

平成２０年４月２３日
午前１０時まで（郵便による入札については，同月２２日�午後５時ま
でに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 提出方法

持参し，又は郵送すること。

９ 開札の日時及び場所

平成２０年４月２３日
午前１０時３０分から
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

１０ 入札保証金

規則第７条第２号の規定により免除します。

１１ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

	 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

ア 資本関係
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以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

� 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生会
社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の会

社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

� その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同

組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合。

� 前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２ 落札者の決定の方法

� この契約は，総価契約とします。

� 落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず規則第１０条の規定により定めた予定価格の１０５分の１００に相当する価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３ 特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

日本語及び日本国通貨に限ります。

１４ その他

� 入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加

第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加

する者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参

加するためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，

かつ，当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

� 平成２０年第１回定例市会に提案された平成２０年度神戸市一般会計予算が可決されない場

合は，この入札は中止します。

１５ Summary

� Contract Content : Fusehata Landfill Center Crushing and Separation Facility

Preliminary and Transport Operations.

� Deadline for submitting application forms and other required documents by those

intending to make bids：５：００P.M. March２７，２００８．

� Deadline for submitting bids：１０：００A.M. April２３，２００８．

� Applicants can obtain bid application forms at the Contracts Division, Finance

Department, Administration and Finance Bureau, Kobe City Hall，６‐５‐１，Kano‐cho, Chuo

‐ku, Kobe６５０‐８５７０，Japan.

TEL０７８‐３２２‐５１５９
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神戸市公告第７１８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７６条の３第２項の規定による建築協定書の提出があ

ったので，同条第４項において準用する同法第７１条の規定により公告します。

この建築協定書は，神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課において，関係人の縦覧に供

します。

平成２０年３月１２日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 建築協定の名称

鳴子１丁目１４番地区建築協定

２ 申請者の住所及び氏名

神戸市北区谷上西町１４番７号

株式会社ケイ・エルハウジング

代表取締役 河越 眞介

３ 建築協定区域の位置及び面積

神戸市北区鳴子１丁目１４番１９０～１９６ 計７筆

１，２８３平方メートル（７区画）

４ 建築物に関する基準

建築協定区域内の建築物の敷地，位置，用途及び形態は，次の各号に定める基準によらな

ければならない。

� 建築物は１区画１戸建とし個人専用住宅とする。但し２区画以上複数の区画を１つの区

画として前記建物を建築する場合，及び建築基準法施行令第１３０条の３（兼用住宅），第１３０

条の４（公益上必要な建築物）にあげるもので，運営委員会の許可を得たものはこの限り

でない。

� 前号により複数の区画の使用を開始した場合には，理由のいかんを問わず，将来区画の

再分割はできないものとする。

� 建築物の階数は，２階建以下（地階を除く）とする。

� 建築物の敷地の地盤面の標高は，当該敷地の造成工事竣工時における現況地盤高を超え

ないこと。但し，将来団地周辺整備のため，都市計画法関係法令の許可を受けたうえ行う

宅地変更工事，又は建築工事の基礎工事のための整地，その他運営委員会の許可を得たも

のなど必要最小限の変更は，これを認める。

	 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は１メ

ートル以上とする。但し，建築基準法施行令１３５条の２０第１号に該当するものはこの限り

でない。

５ 違反があった場合の措置

� 本協定第６条に規定する基準に違反した土地の所有者等があった場合は，委員長は，委

員会の決定に基づき，当該土地の所有者等に対して，当該違反行為の中止又は是正を請求

し，かつ，文書をもって相当の猶予期間内に当該違反行為を是正するために必要な措置を

取ることを請求するものとする。

� 前項の請求があった場合，当該土地の所有者等は，遅滞なくこれに従わなければならな

い。当該土地の所有者等がその請求に従わないときは，委員長は，委員会の決定に基づき，

その強制履行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判

所に請求するものとする。

６ 協定の有効期間

� この協定の有効期間は，平成２５年７月１８日までとする。

� この協定の違反者の措置に関しては，この協定は期間終了後もなお効力を有する。

３０９０ 平成２０年３月２５日 神 戸 市 公 報 第３０５４号



７ 縦覧期間

平成２０年３月１２日から同年４月９日まで

神戸市公告第７１９号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び神戸

市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告します。

平成２０年３月１２日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量

国民健康保険電算システム開発業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成２０年１月４日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

株式会社 日本総研ソリューションズ

取締役社長 小名木 正也

大阪市西区新町１丁目６番３号

５ 随意契約に係る契約金額

８１，９００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続

次項に規定する理由により，第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７ 随意契約による理由

既に契約をした特定役務（以下「既締結特定役務」という。）につき，既締結特定役務に連

接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって，既締結特定役務の調達の相

手方以外の者から調達をしたならば既締結特定役務の便益を享受することに著しい支障が生

じるおそれがあるため。

神戸市公告第７３２号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市�区土山町９０番３３，９０番７１
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

兵庫県尼崎市武庫之荘東１丁目１番１６号

ハイエリア株式会社

代表取締役 坂田 建一

代表取締役 小中村 政廣
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３ 許可番号

平成１６年１２月１０日 第５４２４号

（変更許可 平成１７年１２月１４日 第９２０号）

神戸市公告第７３３号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市兵庫区滝山町７番２，７番３３の一部，７番５３，７番５４，７番５５，７番５７，７番５８

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

神戸市兵庫区上沢通３丁目１番４号

医療法人社団 大有会

理事長 井上 謙次郎

３ 許可番号

平成１８年１１月７日 第５６７７号

神戸市公告第７３４号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市北区鹿の子台南町５丁目３番３

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大阪府岸和田市土生町１丁目４番２３号

フジ住宅株式会社

代表取締役 今井 光郎

３ 許可番号

平成１９年４月１８日 第５７４６号

（変更許可 平成１９年５月８日 第９８３号）

神戸市公告第７３５号
神戸市情報教育基盤サービス調達に関して，一般競争入札により地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）

第４条に規定する特定調達契約（以下「特定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第

６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第

１項において読み替える規則第４条及び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告

します。

平成２０年３月２５日

神戸市長 矢 田 立 郎
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１ 入札に付する事項

� 件名及び数量

件名 神戸市情報教育基盤サービスの調達

数量 一式

� 納入場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館８階

神戸市教育委員会事務局総務部調査課（電話番号０７８‐３２２‐６４４０）

ただし，サービス提供に要するシステムを構成する機器等は本市の前提条件と指示に従

い，指定場所に設置するものとします。

� 履行期間

契約締結日から平成２６年３月３１日

� 調達内容の概要

神戸市教育委員会は，学校における情報セキュリティの確保及びITサービスレベルの

向上に伴う校務の効率化を図るため，ITサービスマネジメントシステム構築の必要性を

認識し，サービスマネジメントの計画立案と導入の具体的行動として，神戸市情報教育基

盤サービスの調達を行います。

このサービスは，神戸市教育委員会がサービス提供者として，神戸市教職員等に対して

コンピュータの利用環境を提供するものです。

調達内容の詳細については入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同

じ。）に記載しています。

	 入札方法

入札説明書に記載しているシステムやサービスの必要要件を満足するとともに，導入経

費の低減策，維持管理費の低減策，最新技術，方式，各種作業工程の見直しなどの提案を

総合的に評価する，地方自治法施行令（昭和２２年政令第３０５号）第１６７条の１０の２第１項及

び第２項の規定により落札者を決定する入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を

行います。

２ 入札に参加する者に必要な資格

� 単独企業での参加の場合

ア 平成２０年度及び平成２１年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

イ 直近事業年度における売上額が２５億円以上であること。

ウ 入札参加資格の審査の申請書の提出期間の最終日から入札書の提出日までの間におい

て，経営状況が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更

生手続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づ

く再生計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

エ 公告の日（平成２０年３月２５日）より過去５年間の内に当該システムの全部又は一部機

能について行政機関又は教育機関へのシステム開発，付帯する役務提供の実績があるこ

と。

オ 入札参加資格の審査の申請書の提出期間の最終日から入札書の提出日までの間に神戸

市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこ

と。

カ 公告の日（平成２０年３月２５日）までの直近１年間に，国税（法人税又は所得税及び消

費税（地方消費税を含む））及び神戸市税（市民税，固定資産税，都市計画税，軽自動車

税，特別土地保有税，事業所税，入湯税及び市たばこ税）を含む地方税に未納の税額が

ないこと。
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キ この入札に参加する複数の者の関係が，以下の�アから�ウまでのいずれにも該当しない
こと。なお，以下の�アから�ウまでのいずれかに該当する場合には，該当する者のした入
札は全て無効とします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場合に

は，残る一者の入札は無効とはなりません。

�ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法（平成１７年法律第

８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条の規定に

よる子会社をいう。以下同じ。）若しくは子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規

定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する

再生手続が存続中の会社である場合は除く。

� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をい

う。以下同じ。）と子会社の関係にある場合

� 親会社を同じくする子会社

�イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生
会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除

く。

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者）が，他方の会社の代

表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者）が，他方の会社の会

社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人

を現に兼ねている場合

�ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記�ア又は�イと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
ク 入札説明書を本市から直接受領し，受領書を提出していること。

� 共同企業体での参加の場合

ア 共同企業体協定書を締結していること。

イ 構成員の全てが�のア，ウ，オ，カに該当していること（共同企業体それ自体が，�
のアの入札参加資格を有する必要はありません）。

ウ 構成員のうち少なくとも１社が�のイ，エ，クに該当していること。
エ 構成員が本入札に単独企業として参加していないこと。

オ 構成員が本入札に他の共同企業体の構成員として参加していないこと。

カ 構成員と�によりこの入札に参加する者の関係及び他の共同企業体の構成員の関係に
おいて，�のキの�アから�ウまでのいずれにも該当しないこと。なお，�のキの�アから�ウ
までのいずれかに該当する場合には，該当する者及び該当する者の属する共同企業体の

した入札は全て無効とします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した

場合には，残る一者あるいは残る一者の属する共同企業体の入札は無効とはなりません。

３ 特定調達契約に関する事務を担当する部局

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館８階

神戸市教育委員会事務局総務部調査課（電話番号０７８‐３２２‐６４４０）

４ 入札に参加する者に必要な資格の審査等

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付及び審査の通知の方法等につい

ては，入札説明書によります。

５ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法
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入札説明書は下記の期間・場所で交付します。

� 交付期間

平成２０年３月２５日�から平成２０年３月３１日�まで（神戸市の休日を定める条例（平成３
年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前８時４５分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

ただし，最終日は正午までとします。

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館８階

神戸市教育委員会事務局総務部調査課（電話番号０７８‐３２２‐６４４０）

（事前に上記に電話連絡してからお越し下さい。）

� 交付方法

無料交付

６ 入札説明会の開催

入札に参加する者を対象に入札説明会を開催します。出席者を各社２名（共同企業体の場

合は構成員全体で２名）までに限定し，事前に３の事務担当部局にご連絡下さい。

� 開催日時

平成２０年３月３１日� １４時００分から１６時００分まで

� 開催場所

神戸市中央区東川崎１丁目３番２号

総合教育センター５階 ５０２号室

７ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

入札に参加する者は参加資格の審査申請を行うものとします。

� 提出期間

平成２０年３月２５日�から平成２０年４月７日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第
１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前８時４５分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館８階

神戸市教育委員会事務局総務部調査課（電話番号０７８‐３２２‐６４４０）

（事前に上記に電話連絡してからお越し下さい。）

� 審査結果の通知日

平成２０年４月１８日�に発送
８ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館８階

神戸市教育委員会事務局総務部調査課（電話番号０７８‐３２２‐６４４０）

９ 入札書の提出期間，提出場所及び提出方法

� 提出期間

平成２０年４月２８日�から平成２０年５月９日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第
１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前８時４５分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

（郵便による入札については，５月８日�午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着
のこと。）
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� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館８階

神戸市教育委員会事務局総務部調査課（電話番号０７８‐３２２‐６４４０）

（事前に上記に電話連絡してからお越し下さい。）

� 提出方法

持参，又は郵送とします。入札書，提案書及び付随する資料等は紙及び電子データで提

出するものとします。

入札価格は「神戸市情報教育基盤サービスの調達入札書」に記載し，記名押印してくだ

さい。

１０ 質疑受付及び回答

� 質疑受付期間

平成２０年３月２５日�から平成２０年４月７日�午後５時３０分まで（神戸市の休日を定める
条例第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

� 質疑受付及び回答の方法

電子メールを基本とします。（アドレス，書式等は入札説明書に記述します。）質疑を受

付けた時刻は質疑の電子メールが本市メールサーバに到着した時刻とします。万全を期す

るため，電子メールの到着を本市に電話で確認してください。なお，回答については本市

から電子メールとあわせて回答書を郵送いたします。

� 質疑回答

平成２０年４月２５日�に発送
１１ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� ２通以上の入札書を提出したとき。

	 提出した入札書及び付属資料の電子データの内容が紙に記載したものと異なるとき。

 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

� 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

なお，本市により入札に参加する者に必要な資格があることを確認された者であっても，

落札者の決定から契約締結までの間において神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止措

置若しくは取引停止取扱要領に基づく取引停止等措置を受けている者等２に掲げる資格の

ない者に該当した場合には入札は無効とします。

１２ 開札の日時及び場所

� 日時

平成２０年５月２８日
 午後２時（予定）

� 場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎
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１３ 落札者の決定の方法

落札者決定基準に基づき，価格面のみならず，技術面，維持管理面，安全性，移行性，今

後調達予定の各種業務システムへの応用性等から提案を審査する総合評価一般競争入札方式

により落札者を決定します。

また，競争性，透明性及び公平性を確保することが必要であるため，入札に参加する者か

ら提出された提案の審査は，学識経験者及び神戸市職員により構成される「神戸市情報教育

基盤サービスの調達に係る提案審査委員会」において行い，落札予定者を決定するものとし

ます。

１４ 特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

日本語及び日本国通貨に限ります。

１５ 入札保証金

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

１６ その他

� 入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加

第２項第１号アに掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参

加する者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に

参加するためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，

かつ，当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

� 本市により入札に参加する者に必要な資格があることを確認された者が，落札者の決定

から契約締結までの間において神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止措置若しくは取

引停止取扱要領に基づく取引停止等措置を受けている者等２に掲げる資格のない者に該当

した場合は入札は無効としますが，その場合，予定価格の範囲内で定量化審査における「総

合評価点」の得点の高い者から順に契約交渉を行うことがあります（地方自治法施行令第

１６７条の２に基づく随意契約）。

� この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達調査委員会へ苦情の申出をすること

ができます。

１７ Summary

� Subject matter of contract : Kobe city Information infrastructure service for

education，１set

� The closing date and time for the submission of application forms and attached

documents for the qualification confirmation：５：３０p.m. April ７th，２００８．

� The date and time for the submission of tender：５：３０p.m. May ９th，２００８．

� A contact point where tender documents are available : Program Planning and

Research Division, General Affairs Department, Board of Education, Kobe City Hall，６‐５‐

１Kano‐cho, Chuo‐ku, Kobe６５０‐８５７０，Japan.
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区 役 所

神戸市兵庫区公告第５２号
次の臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）が失効したので，神戸市自動車臨時運行

許可規則（昭和２８年３月規則第１４号）第５条第３項の規定により公告します。

平成２０年３月１１日

神戸市兵庫区長 竹 部 元 造

記

水 道 局

神戸市水道告示第１９号
神戸市水道局公印規程（昭和４３年１０月神戸市水道管理規程第１１号）第１４条第１項の規定によ

り印影等を印刷できる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法を，同

条第３項の規定により，次のとおり告示する。

平成２０年３月２５日

神戸市水道事業管理者 安 原 勉

神戸市水道公告第５３号
一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特定

調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和３９年

４月神戸市水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

平成２０年３月１２日

神戸市水道事業管理者 安 原 勉

１ 入札に付する事項

番号標に記載さ
れた番号

失効年月日 番号標の貸与を受けた者の住所及び氏名

神戸５２－５３神戸 平成２０年３月１１日
神戸市東�区御影塚町３丁目１１番９号８１３号
寺 北 聖 次

文 書 名
使 用 公 印 印影等の寸法

（ミリメートル）名称 様式 書体

神戸市（一般・指名）競争入札参加資格認
定通知書

神戸市水
道事業管
理者之印

２ れい書 方１５

神戸市物品等競争入札参加資格認定通知書
神戸市水
道事業管
理者之印

２ れい書 方１５
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� 物品の名称及び調達の種類

口径２０ミリメートル水道メータ（新調品）購入

� 数量及び納入期限

第１回目 平成２０年６月１７日�まで ２，０００個

第２回目 平成２０年７月１０日�まで ２，０００個

第３回目 平成２０年８月１２日�まで ２，０００個

第４回目 平成２０年９月９日�まで ４，０００個

� 納入場所

神戸市須磨区友が丘９丁目２６０３－８３

神戸市水道局メーター・資材事務所

� 物品の特質等

入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２ 入札に参加する者に必要な資格

第３号から第５号に掲げる入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たす

ことが必要であり，第４号及び第５号の入札参加資格は，申請の受付期間の最終日から引き

続き入札の日まで継続して満たしていることが必要です。

� 平成２０年度及び平成２１年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

� 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

� 当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

� 当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

認められること。

	 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

３ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市水道局総務部庶務課（電話番号 ０７８‐３２２‐５８８０）

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎４号館４階

４ 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付及び審査の通知の方法等につい

ては，入札説明書によります。

６ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

公告の日から平成２０年３月２６日
まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例
第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階
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神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 交付方法

無料交付

７ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

� 提出期間

公告の日の翌日から平成２０年３月２７日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

８ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

９ 入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

� 提出期限

平成２０年４月２３日
午前１０時まで（郵便による入札については，同月２２日�午後５時ま
でに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 提出方法

持参し，又は郵送すること。

１０ 開札の日時及び場所

平成２０年４月２３日
午前１０時３０分から
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

１１ 入札保証金

規程第１２条の規定により免除します。

１２ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

	 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合
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には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

� 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生会
社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の会

社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

� その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同

組合とその組合員の関係にある場合。

� 前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１３ 落札者の決定の方法

落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず，規程第９条第１項の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１０５

分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１４ 特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

日本語及び日本国通貨に限ります。

１５ 入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加

第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加す

る者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参加す

るためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，

当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

１６ 一連の調達契約に関する今後の調達予定

数量 ６，０００個

入札公告予定時期 平成２０年８月頃

ただし，上記の数量及び入札公告予定時期については変更することがあります。

１７ その他

本調達に係る平成２０年度神戸市水道事業会計予算が成立しない場合は，入札を中止するこ

とがあります。

１８ Summary

� Contract Content：２０mm NewWater Meter

� Quantity：１０，０００meters

� Deadline for submitting application forms and other required documents by those
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intending to make bids：５：００P.M. March２７，２００８．

� Deadline for submitting bids：１０：００A.M. April２３，２００８．

	 Applicants can obtain bid application forms at the Contracts Division, Finance

Department, Administration and Finance Bureau, City of Kobe，６‐５‐１，Kano‐Cho, Chuo‐

ku, Kobe６５０‐８５７０，Japan. TEL０７８‐３２２‐５１５９

交 通 局

神戸市交通公告第３９号
一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特定

調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市交通局契約規程（昭和５１年

８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第４条

及び規程第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

平成２０年３月１２日

神戸市交通事業管理者 澤 木 健 夫

１ 入札に付する事項

� 物品の名称及び調達の種類

路線バス用タイヤ購入

� 予定数量

１，６２２本

� 納入場所

神戸市交通局が指定する場所

� 納入期間

契約締結日の翌日から平成２１年３月３１日まで

	 納入方法

交通事業管理者が指定した日時に，指定した数量を指定した場所に納入すること。

 物品の特質等

入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２ 入札に参加する者に必要な資格

第３号に掲げる入札参加資格については，審査の申請の受付期間の最終日までに満たして

おり，かつ，申請の受付期間の最終日から引き続き入札の日まで継続して満たしていること

が必要です。

� 平成２０年度及び平成２１年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

� 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

� 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更正手

続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市交通局総務課（電話番号 ０７８‐３２２‐５９４１）
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神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館４階

４ 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布，審査の通知の方法等について

は，入札説明書によります。

６ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

公告の日から平成２０年３月２６日
まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例
第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 交付方法

無料交付

７ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

� 提出期間

公告の日の翌日から平成２０年３月２７日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

８ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

９ 入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

� 提出期限

平成２０年４月２３日
午前１０時まで（郵便による入札については，同月２２日�午後５時ま
でに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 提出方法

持参又は郵送すること。

１０ 開札の日時及び場所

平成２０年４月２３日
午前１０時３０分から
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神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

１１ 入札保証金

規程第７条第２号の規定により免除します。

１２ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

	 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札をしたとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更

生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

� 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生会
社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が，他方の

会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

� その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同

組合とその組合員の関係にある場合。

� 前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１３ 落札者の決定の方法

� この契約は，各１本当たりの単価契約とします。

� 落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格の１０５分の１００に相当する価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
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１４ 特定調達契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨の種類

日本語及び日本国通貨に限ります。

１５ その他

� 入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加

する者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することはできますが，当該入札に参

加するためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，

かつ，当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

� 平成２０年度第１回定例市会に提案された平成２０年度神戸市自動車事業会計予算が可決さ

れない場合は，この入札は中止します。

１６ Summary

� Contract Content : Bus tire

� Quantity：１，６２２tires

� Deadline for submitting application forms and other required documents by those

intending to make bids：５：００P.M. March２７，２００８．

� Deadline for submitting bids：１０：００A.M. April２３，２００８．

	 Applicants can obtain bid application forms at the Contracts Division, Finance

Department, Administration and Finance Bureau, Kobe City Hall，６‐５‐１，Kano‐cho, Chuo

‐ku, Kobe６５０‐８５７０，Japan. TEL０７８‐３２２‐５１５９

神戸市交通公告第４０号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び神戸

市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告し

ます。

平成２０年３月１２日

神戸市交通事業管理者 澤 木 健 夫

１ 随意契約に係る物品の名称及び調達の種類並びに数量

IC対応駅務機器購入（その２） 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市交通局総務課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成２０年２月１４日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

株式会社東芝 関西支社

執行役常務関西支社長 小林 俊介

大阪市北区大淀中１丁目１番３０号

５ 随意契約に係る契約金額

５億５，２３０万円

６ 契約の相手方を決定した手続

次項に規定する理由により，第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７ 随意契約による理由
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既に調達をした物品（以下「既調達物品」という。）につき，既調達物品に連接して使用す

る物品の調達をする場合であって，既調達物品の調達の相手方以外の者から調達をしたなら

ば既調達物品の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるため。

神戸市交通公告第４１号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び神戸

市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告し

ます。

平成２０年３月１２日

神戸市交通事業管理者 澤 木 健 夫

１ 随意契約に係る物品の名称及び調達の種類並びに数量

バスIC対応に伴うネットワーク装置の追加購入 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市交通局総務課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成２０年２月２２日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

日本電気株式会社

神戸支店長 守上 精一

神戸市中央区東町１２６番地

５ 随意契約に係る契約金額

７，１４０万円

６ 契約の相手方を決定した手続

次項に規定する理由により，第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７ 随意契約による理由

既に調達をした物品（以下「既調達物品」という。）につき，既調達物品に連接して使用す

る物品の調達をする場合であって，既調達物品の調達の相手方以外の者から調達をしたなら

ば既調達物品の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるため。

教 育 委 員 会

神戸市教育委員会教育長告示第１２号
神戸市立小磯記念美術館条例施行規則（平成４年７月教育委員会規則第１号）第２条第２項

の規定に基づき，展示作業等のため，神戸市立小磯記念美術館を次のとおり臨時休館する。

平成２０年３月２５日

神戸市教育委員会

教育長 小 川 雄 三

臨時休館日
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平成２０年４月８日�，９日
，１０日�
５月２７日�，２８日
，２９日�
７月１５日�，１６日
，１７日�，１８日�
９月２日�，３日
，４日�，５日�

神戸市教育委員会教育長告示第１３号
神戸市埋蔵文化財センター条例施行規則（平成３年８月教育委員会規則第４号）第２条第２

項に基づき，神戸市埋蔵文化財センターを次のとおり臨時休館とする。

平成２０年３月２５日

神戸市教育委員会

教育長 小 川 雄 三

臨時休館日

平成２０年４月８日�，６月１０日�，７月８日�，１２月９日�
平成２１年３月１０日�

財団法人神戸港埠頭公社

「一般競争入札」による不動産売払（�区鶴甲１丁目）について
不動産の譲受人を次のとおり募集します。

平成２０年３月１２日

財団法人神戸港埠頭公社

理事長 片 桐 正 彦

１ 物件の場所

神戸市�区鶴甲１丁目２番１０
２ 土地の面積

１区画 ６３６．０２平方メートル

３ 主たる建物の概要

鉄筋コンクリート造５階建 延床面積 ６６６．００�
４ 譲受人の決定方法

一般競争入札により決定します。

５ 入札参加者に必要な資格等

別途配布する実施要領に定めるところによります。

６ 実施要領の配布期間

平成２０年３月１２日
から同月２７日�まで（土・日曜日，祝日を除く。）
午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

７ 入札参加申込みの日時

平成２０年３月２６日
，２７日�の午前９時から午後５時まで
（正午から午後１時までを除く。）

８ 入札に関する事項及びその他の事項

� 入札の日時

平成２０年３月２８日�午前１０時００分から１０時１５分まで
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� 入札保証金の額は，入札金額の１００分の５以上の額とします。

� その他入札に関する事項及びその他の事項

別途配布する実施要領に定めるところによります。

９ 実施要領配布場所，入札参加申込み場所及び問合せ先

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

神戸商工貿易センタービル１６階

�神戸港埠頭公社経営管理部経営振興課
電話 ０７８－２３１－４６４９
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